
お薬の供給不足に伴う当院の対応について 

 

当院では、厚生労働省の定める施設基準（地域支援体制加算・医薬品供給対応体

制加算など）に基づき、地域の皆様へ安定した医療・医薬品を提供できるよう体制

を整えております。 

現在、一部の医薬品において全国的な供給不足や不安定な状況が続いておりま

す。そのため、院では以下の対応を実施させていただく場合がございます。 

 

 

 

当院は、医薬品の供給不足の際にも、地域の関係医療機関・薬局と連携し、患者様

へ必要な医薬品が確実に行き渡るよう柔軟に対応してまいります。何卒ご理解と

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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